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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年５月14日に提出いたしました第17期第１四半期（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）四半期報告書

に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、

これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

（訂正前）

独立監査人の四半期レビュー報告書

 
2021年５月13日

株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ

取締役会　御中

 
パートナーズＳＧ監査法人

東京都中央区
 

 
代表社員
業務執行社員  公認会計士 宮　　城　　翔　　平 印

 

 
代表社員
業務執行社員  公認会計士 髙　　橋　　篤　　史 印

 

（省略）

継続企業の前提に関する重要な不確実性

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において、2,186,980千円の営業損

失、2,529,390千円の経常損失、2,861,320千円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第１四半期連結

累計期間においても、611,063千円の営業損失、590,846千円の経常損失、589,089千円の親会社株主に帰属する四半期純

損失を計上している。また、「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」の運用開始を契機とする観光客数の急激な

減少により会社の各事業において重要な影響が生じていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は

状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表

は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていな

い。

（省略）

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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（訂正後）

独立監査人の四半期レビュー報告書

 
2021年５月13日

株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ

取締役会　御中

 
パートナーズＳＧ監査法人

東京都中央区
 

 
代表社員
業務執行社員  公認会計士 宮　　城　　翔　　平 印

 

 
代表社員
業務執行社員  公認会計士 髙　　橋　　篤　　史 印

 

（省略）

継続企業の前提に関する重要な不確実性

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において、2,186,980千円の営業損

失、2,529,390千円の経常損失、2,861,320千円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第１四半期連結

累計期間においても、611,063千円の営業損失、590,846千円の経常損失、598,601千円の親会社株主に帰属する四半期純

損失を計上している。また、「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」の運用開始を契機とする観光客数の急激な

減少により会社の各事業において重要な影響が生じていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は

状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表

は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていな

い。

（省略）

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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